
毎年 11 月 12 日～25 日は「女性に対する暴力をなくす

運動期間です。 

 

 

私たちは、DV、性暴力、セクシュアル・

ハラスメントなど、女性の人権を侵害する暴力をなくすため、期間中、全

員が「パープルリボン」を着用し啓発活動に参加しました。 

 


